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参・法務委員会
対法務当局（民事局）

平成30年5月17日 （木）
仁比聡平議員（共産)

ー

航空機の機長が，危険物であると疑われる又は危険
物である運送品について，荷送人から通知された内容
が不十分であることから,航空法第73条の2に基づ
き，そのような運送品を搭載したまま航空機を出発さ
せることはできないと判断し， 当該運送品を運送しな
かった場合には，運送人である航空会社は運送契約に
関する債務不履行責任を問われることになるか，法務
当局に問う。

1問

(答） ､

-§､ 1 個別の事案において，運送人が債務不履行責任を負うかど
○; うかは，最終的には,運送契約の具体的な内容や個別具体的
な状況に応じた司法判断に委ねられることとなるが，あくま

でも一般論として申し上げれば,御質問いただいたような事

案においては，運送人である航空会社は運送契約に関する債

務不履行責任を負わないという結論となる可能性が高いと考

えられる。

2例えば，御質問いただいたような事案のように危険物で

あると疑われる又は危険物である運送品について，荷送人か

ら通知された内容が不十分であり， （機長を含む)航空会社

もからの確認要請にもかかわらず荷送人がこれに応じないこと・からj機長において，積載物の安全性を確認することができ

ず，そのままでは航空機を出発させるこどができないと判断
した結果，運送品が運送されなかったという場合には，運送

債務の不履行は，航空会社の責めに帰すべき事由によるもの

ではなく,荷送人の責めに帰すべき事由によるものと評価さ
れ,航空会社は債務不履行責任を負わないこととなることが

考えられる。
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（参考条文）

航空法≦

（出発前の確認）

第七十三条の二 機長は､国士交通省令で定めるところにより、航空機

,憧冊

LH零Iま、 ソ厘澗別I｡

航空法施行規則‘

（出発前の確認）

第百六十四条の十五

6'れ建裟裟壽難
、砦三

一

次に掲げるものとする。
●

一当該航空機及びこれに装備すべきものの整備状況

二離陸重量、着陸重量、重心位置及び重量分布

三法第九十九条の規定により国土交通大臣が提供する情報（以下「航

空情報」 という。 ）

四当該航行に必要な気象情報

五燃料及び滑油の搭載量及びその品質

六積載物の安全性
2機長は、前項第一号に掲げる事項を確認する場合において、航空日

誌その他の整備に関する記録の点検､航空機の外部点検及び発動機の地

上試運転その他航空機の作動点検を行わなければならない。

b：
民法

（公序良俗）

第九十条公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。

I
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■ 壹ヨ｛

(対閃到･副大臣･政務官）
5月1フ日(木)参・法務委

民事局作成
仁比聡平議員（共産）

一
二
丞

名
契約については,_[何人も,法令に特別の定めがある

場倉盤童些契釣窒豆二畳血ど量血査 迭迩二畳_三
とができる｣との契約自由の原則が妥当す血そして，
この契約自由の原則の内容には，契約を締結するかし

ないかの自由や契約の相手方を選択する自由が含まれ

ている（注)。

そのため,一般論として申し上げれば,契約当事者
(○ し

の一方が政府機関である場合であっても 他の一方が

契釣血鐘鐘査強壷堕垂竺塗旦_と』主な_L一契釣査鐘結立量
か否かは， あくまでも当事者が自由に決められるべき

ものである~」
（注）契約自由の原則は,古くから契約法の基本原則として広く承認されており，

民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)による民法改正，いわゆる

債権法改正により，明文化された。本文に述べた定義は，改正後の民法第521条
第1項の規定によ‘るものである｡

【責任者:民事局大野参事官内線■■携帯■■■■■■■
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